
保健福祉委員会資料 

令和 7 年 11 月 28 日 

子ども家庭部児童青少年課 

高井戸第二小学校における放課後等居場所事業の開始時期の変更等について 

放課後等居場所事業（以下「居場所事業」という。）については、「杉並区子どもの居場所づく

り基本方針」（以下「居場所づくり基本方針」という。）を踏まえ、先般、学校内にある学童クラ

ブの運営を既に事業者へ委託している場合は同一事業者に委託することなどの基本的な考え方、

新たに居場所事業を開始する小学校及び運営形態等を決定しました。 

今般、以下のとおり、高井戸第二小学校及び高井戸小学校（以下「両校」という。）内の学童

クラブの運営を委託し、かつ、両校で開始する居場所事業の運営を委託する予定であった事業者

から、今後の職員の大幅な増員を見据え、職員の質の確保及び既存の学童クラブ・居場所事業の

安定的な運営に注力したいことなどを理由に、居場所事業の受託を辞退する意向が示されまし

た。 

こうしたことから、将来にわたり、居場所事業を安全・安心に実施するため、令和 8年度に予

定していた高井戸第二小学校の居場所事業の開始時期を 1年間延期して、9年度に変更すること

とし、両校における居場所事業の運営形態については、今後、検討することとしましたので、報

告します。 

 

１ 事業者の概要 

（１）事業者名 社会福祉法人 福音寮 

（２）代表者  理事長 秋山 由美子 

（３）所在地  東京都世田谷区上北沢 3丁目 1番地 19号 

（４）主な事業 

○区内 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）11 所、放課後等居場所事業 8校 

○区外 認可保育所 3園、児童養護施設 8所 等 

 

２ この間の経緯と当該事業者の意向 

○居場所づくり基本方針の策定に当たっては、当該事業者に対して、居場所事業の新規委託をは

じめ、大規模学童クラブの育成環境の向上や、居場所事業で新たにおやつ提供を実施するなど、

事業拡大の方向性について、意向を聞き取りながら、調整を行ってきた。 

○本年 5 月に、学校内にある学童クラブの運営を既に事業者へ委託している場合は同一事業者

に委託する基本的な考え方などを決定し、第 2回区議会定例会で報告した後に、両校内の学童

クラブの運営を委託している当該事業者に対し、両校における新たな居場所事業の委託を打診

した。 

○今般、当該事業者から、居場所づくり基本方針に基づく、今後の事業拡大を見据えた体制強化

が求められる中、とくに、職員の大幅な増員が必要となることを踏まえ、職員の質の確保及び

既存の学童クラブ・居場所事業の安定的な運営に一層注力していく必要があり、現時点でのさ

らなる事業拡大については、慎重に対応すべきとの判断から、両校における居場所事業の新規

受託を辞退したい旨の意向が示された。 

 



３ 居場所事業の開始時期と運営形態 

下表及び別紙のとおり、居場所事業の開始時期を１年間延期する。また、両校における居場

所事業の運営形態については、今後検討する。 

学校名 項目 変更前 変更後 

高井戸第二 

小学校 

開始時期 令和 8年度 令和 9年度 

運営形態 当該事業者に委託 今後、検討 

高井戸 

小学校 

開始時期 令和 9年度 令和 9年度（変更なし） 

運営形態 当該事業者に委託 今後、検討 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年12月～ 両校の関係者へ、事業開始時期の変更を周知、 

両校における居場所事業の運営形態を検討 

令和 9年 4月 両校で居場所事業を開始 

 



別紙

放課後等居場所事業　運営主体別一覧

学童クラブと同一事業者
公募型

プロポーザル
適格性の審査

1 杉並第一

当面の間、地域団体
（すぎっ子くらぶ）
が運営、当該団体と
の協議を継続）

2 杉並第二 実施(社会福祉法人福音寮)

3 杉並第三 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

4 杉並第六 R9

5 杉並第七 実施(社会福祉法人福音寮)

6 杉並第九 実施(株式会社明日葉)

7 杉並第十 R9

8 西田 R8(株式会社マミー・インターナショナル)

9 東田 実施(社会福祉法人福音寮)

10 馬橋 R9

11 桃井第一 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

12 桃井第二 実施(社会福祉法人福音寮)

13 桃井第三 実施(株式会社日本デイケアセンター)

14 桃井第四 R8

15 桃井第五 実施(社会福祉法人福音寮)

16 四宮 R8

17 荻窪 R9(株式会社子どもの森)

18 井荻 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

19 沓掛 実施(株式会社マミー・インターナショナル)

20 高井戸

21 高井戸第二

22 高井戸第三 実施(社会福祉法人福音寮)

23 高井戸第四 R8

24 松庵 R8

25 浜田山
実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・セン
ター事業団)

26 富士見丘 R8(株式会社こどもの森)

27 大宮
実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・セン
ター事業団)

28 堀之内 R9

29 和田 R8

30 方南 R9

31 済美
実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・セン
ター事業団)

32 八成 R8(株式会社マミー・インターナショナル)

33 三谷 R8

34 松ノ木 実施(社会福祉法人福音寮)

35 高井戸東 R9

36 久我山
実施(労働者協同組合ワーカーズコープ・セン
ター事業団)

37 天沼 R9

38 永福 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

39 新泉・和泉 実施(社会福祉法人福音寮)

40 高円寺 実施(株式会社東急キッズベースキャンプ)

※「R8」:令和8年度から居場所事業を開始する小学校。カッコ内は委託先。
※「R9」:令和9年度から居場所事業を開始する小学校。カッコ内は委託先。

学童クラブと同一事業者
公募型

プロポーザル
適格性の審査

～R8 30→29 3 24→23 3 ― ―

R9 9→10 3 2→1 3 1 0→2

累計 39 6 26→24 6 1 0→2

年度 実施校数
直営

№ 対応小学校
直営

運営方式※

R9(社会福祉法人福音寮)→R9(運営形態は今後検討)

R8(社会福祉法人福音寮)→R9(運営形態は今後検討)

杉並第一小学校につ
いては、当面の間、
地域団体（すぎっ子
くらぶ）が運営

その他
(放課後子ども教室)

その他
(放課後子ども教室)

委託

委託

運営形態検討


	(5)-1_高井戸第二小学校における放課後等居場所事業の開始時期の変更等について.pdf
	(5)-2_別紙「運営主体別一覧」.pdf



